
2 障害 者就 労移 行支 援事業とは？

　当センターに毎日通い、手作業や事務
作業（模擬的な仕事）・マナーの習得 ( 就
労準備講座 ) などの就職準備を行い、その
後、担当職員と就職活動（会社見学・面
接同行など）をするなど、障がいのある
方の就職に向けて、様々な支援を提供し
ています。
　利用期間は最大で 2 年間です。半年か
ら 1 年の間に大半の方が修了し、企業へ
就職しています。
< 障害者総合支援法に基づく福祉サービ
スであり、利用するには当センターとの契

　障害者の就労及び日常生
活上の相談・支援を一体的
に行う事業です。求職活動支
援、職場定着支援、その他健
康管理などの生活面におけ
る助言指導などを行います。
＜障害者雇用促進法に基づ
く市補助金事業であり、登録
制による利用となります＞
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就労移行支援事業等を利用して一般就職
した方に面談や職場訪問などの職場定着
支援を行っています（障害福祉サービス受
給者証の発行が必要になります。利用は
最長で就職後３年半です。）

★今はたらいているが転職先をさがしたい
★学校卒業後の就職について相談したい
★今はたらいているところでこまった
　ことがあり相談したい
★福祉施設ではたらいているが企業で
　はたらきたい
★自宅で過ごしているが就職したい
★はたらく訓練できるところを利用したい
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来所面談
（相談）


